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教科書問題 

２００１年２月２７日衆議院文部科学委員会 http://www.kokkai.ndl.go.jp/ 
○石井郁子委員（共産党）  ……検定基準に、近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史事

象の扱いに国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がなされていることという一項、有名

な近隣諸国条項というのがあるのですけれども、私は、今の事態というのは、まさにこの検

定基準に反しているから、アジア諸国から批判が上がっているというふうに思うわけであり

ます。 
 
 これは外務省に伺います。こういう意見について、内政干渉だ、つまり、中国、韓国など

から寄せられる意見に対して内政干渉だと書いている新聞も一部ございますけれども、これ

は一体内政干渉と言えるのかどうか、外務省の見解。 
 
○槙田政府参考人（外務省） 内政干渉というものについては、いろいろな経緯もあるのだ

ろうと思いますけれども、一般には、国際法上、他の国家が自由に処理し得るとされている

事項に立ち入って、強制的にその国を自国の意思に従わせようとすることというふうに解さ

れておると思います。命令的な関与であるとか命令的な介入であるとかというふうにも言う

のかと思いますが、そういう概念に照らし合わせまして、最近、中国あるいは韓国から表明

されておりますところの関心あるいは懸念といったものを内政干渉と断ずることができるか

ということにつきましては、私どもとしましては、これが内政干渉であるというふうに認識

するには無理があるというふうに考えております。 
 
２００１年３月１日衆議院予算委員会第三分科会 
○前原誠司分科員（民主党）  ……それから二つ目は、教科書の検定問題でありまして、

韓国、中国からかなり国内で批判が出ている話であります。 
 
 私が聞きたいのは二つでございまして、外交ルートを通じての働きかけがあったのかとい

うことが一点。 
 
 それから、問題は、外交ルートを通じてもしあったとすれば、その内容なんですね。つま

りは、変えろということであれば、それは私は内政干渉なんだろうと思います。ただ、外交

ルートを通じてこういう意見があるよというような話であれば、それはセーフなのかなとい

うような思いを持っておりまして、外交ルートを通じて中国、韓国などから働きかけがあっ

たのか。あるいは、働きかけがあるとすれば、どういう内容だったのか。それについて、二

点簡単にお答えをいただきたいと思います。 
 
○河野国務大臣  ……今お尋ねの中国、韓国におきますそうした関心事がどういう形で伝



えられているかということでございますが、中国外交部スポークスマンあるいは韓国外交通

商部長官などがこの点について関心、懸念を表明しております。二月の二十七日には、江沢

民中国国家主席が、中曽根元総理と会われたときに、この問題について大変関心を持ってい

る旨述べておられます。また、二月の二十八日には、李廷彬韓国外交通商部長官から寺田在

韓国大使に対しまして、我が国の歴史教科書検定に関し、大きな関心と懸念の表明もあった

というふうに聞いております。 
 
 
 
２００１年３月２２日参議院文教科学委員会 
○政府参考人（矢野重典君（文部科学省）） 平成十四年度から使用されます現在検定中の中

学校歴史教科書につきまして、中国政府や韓国政府から関心や懸念が表明されていることは

私どもも承知しているところでございます。 
 
 例えば、本年三月二日、中国外交部副部長から在中国臨時代理大使への申し入れにおきま

しては、侵略を否定し歴史を美化する教科書を阻止すべきであるとの内容があったことなど

は聞いているところでございますが、こうした先方の関心や懸念の表明が具体的に検定の不

合格までを求めたものであるかどうかということについては私どもも承知していないところ

でございます。 
 
○亀井郁夫君（自民党） そうした形で中国や韓国からも、韓国からも話があったと思うん

ですけれども、そのことについての説明がなかったんですけれども、そうした行動が内政干

渉と言えるんではないかという意見が随分あるわけでございますけれども、こうしたことに

ついては内政干渉と見れるのかどうなのか。特に、文部大臣としてこういうものについてど

のようにお考えか、お尋ねしたいと思います。 
 
○国務大臣（町村信孝君） ……内政干渉に当たるかどうかというのは、これは国際法上の

何かいろいろな定義とかその他があるようでございまして、必ずしも私ども、文部科学大臣

としてこれは内政干渉であるとかないとかいうことをお答えする立場にはございません……。 
 
 
２００１年３月２２日参議院内閣委員会 
○森田次夫君（自民党）  ……御質問ですが、去る十六日の報道によりますと、中国の朱

鎔基首相が北京で内外記者団と会見いたしまして、新しい教科書をつくる会のメンバーが執

筆陣に加わった中学教科書の問題に関しまして、中日間だけでなく日本とすべてのアジア関

係との問題だと位置づけまして、日本軍国主義者による侵略戦争の否定や歪曲は中国ほかア

ジアの人々の感情を害すると、こうも語ったように報道されております。さらに朱鎔基首相

は、教科書 の修正など問題処理に関しまして、日本政府は避けがたい責任を有すると、こう
も言っておられるわけでございます。これまで報道されました検定意見に基づく修正につき

まして、アジアの人民の反応を見ればこれらの修正は不十分だと、こういうふうにも言って

おるわけでございます。 
 



 そこで、官房長官にお尋ねするわけでございますけれども、こうした朱鎔基首相の発言、

これは我が国に対する内政干渉だとも受け取れるものであるのかな、こういうふうに思うわ

けでございますけれども、日本政府としてどのようなお考えをお持ちか、お伺いをいたしま

す。 
 
○国務大臣（福田康夫君）  ……こうした関心や懸念の表明というものが内政干渉になる

のかどうかと、こういうことでございますけれども、そういう議論もさまざまあることは承

知しております。 
 
 
 
２００１年３月２日衆議院予算委員会第三分科会 
○西村眞吾分科員（自由党）  ……歴史教科書の問題について、中国政府から、特定の教

科書の検定不合格、そして出版停止を求められてきております。中国政府の声明は、要旨は

このとおりでございます。 
 
 中国政府と人民は、日本国内で最近教科書に絡みあらわれている動向を極めて注視してい

るものである。指摘すべきは、日本の右翼団体が周到な用意のもとに、皇国史観を高く宣伝

し、侵略の歴史を否定、美化する目的で歴史教科書をつくり上げていることである。仮に修

正を経たとしても、反動的ででたらめな本質は変えることができない。 
 
 こういうふうな声明を発して冒頭の要求をしております。 
 
 それに対して外務省の局長は、内政干渉ではない、内政干渉というものは、国際法上他の

国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って、強制的に相手国を自国に従わせる

ことであると定義した上での、内政干渉ではないという答弁をしております。 
 
 ……自国の歴史を子供たちにいかに伝えるかは、国家の将来にとって重大な事項である。

その上に立って、国際法上、教育というものは、我が国が自由に処理し得るとされている領

域にある問題である。この二つの立論については大臣は御賛同をいただけますか。 
 
○衛藤副大臣（外務省） 西村眞悟委員にお答えいたします。 
 その点については、全くそのとおりであります。 
 
○西村分科員 教育が国際法上、自国の自由に処理し得る領域にあるということでございま

す。 
 
 そして冒頭に読み上げた中国の政府の声明は、まさに国際法上自国が、我が国が自由に処

理し得る領域に関しての政府の公式の声明であるということは、自国が国際法上自由に処理

し得る領域というのは、言葉をかえて言えば主権の領域でございます。したがって、中国政

府は、我が国の主権の領域に立ち入った要求をしているということが一点確認されるわけで

ございます。…… 
 
 
 



○衛藤副大臣 西村委員にお答えします。 
 
 まず内政干渉の問題でありますが、御案内のとおり、過般の国会審議におきまして、当時

の政府委員、条約局長が、国際法上の内政干渉、こういった概念規定について言及しており

ます。一般には、国際法上他の国家が自由に処理し得るとされている事項に立ち入って、強

制的にその国を自国の意思に従わせようとすることと解されておりまして、命令的な関与ま

たは介入という言葉であらわされることでございます、こういう指摘がございます。…… 
 
 また、我が国の主権の領域に立ち入っているかどうかということでありますが、この件に

つきましては、私は、現段階において中国政府が我が国の主権の領域に立ち入っているとは

思いません。また、そのようなことをさせてはなりません。 
 
○西村分科員 矛盾されております。 
 教育は、我が国が、国際法上自由に処理するとされている事項の中にある、このことを副

大臣は先ほど同意され、そのとおりだ、これ以外に答えはない、したがってそのとおりと言

われた。そして、中国政府の声明は、歴史教科書を出版停止しろ、でたらめだと。まさに我

が国の教育、自由に処理するとされている領域の中に彼らは入っている、その問題を言挙げ

している、これを確認したのです。 
 
 さて、我が国国民は知らない、中国政府は知っていて、先ほどの声明のように口汚く我が

国の歴史教科書の問題について触れてきた。我が国国民は反論できない。中国は、外国は知

っている、我が国国民は知らない。しかも、それは我が国国民が子供たちに教えるために使

う教科書である。こういうふうな構造の中で、まさに、反論できないということ自体が強制

なんだ、そうなるのです。 
 
 外務省の局長は、強制的という言葉を挿入することによって、内政干渉でないという理論

を組み立てた。武器をもって脅迫するというふうな強制ではない。しかし、人が反論できな

い、日本国民が反論できない問題に関して、まさに日本国民の教科書に関して、中国がそれ

を事前に知っていて言ってくるということは、まさに主権の侵害であり内政干渉なんだ、強

制的なんだ。これをそうではないとする外務省は、もはや外交の魂を売り渡したのだ。…… 
 
○衛藤副大臣  ……明確にしておきたいのでありますが、中国と韓国におきましては、平

成十四年度に使用するために現在検定を受けている中学校歴史教科書について、中国外交部

スポークスマンや韓国の外交通商部長官などが関心と懸念を表明してきておるわけでありま

す。現に二月二十七日には、江沢民国家主席から中曽根元総理に対して、教科書問題につい

ての配慮を願いたい旨の発言もありました。また、二月二十八日には李廷彬韓国外交通商部

長官から我が方の寺田在韓国大使に対し、我が国の歴史教科書検定に関し韓国側の懸念の表

明があった。 
 
 関心や懸念あるいは配慮をお願いしたいということでありまして、今西村委員が御指摘の

ような形での内政干渉、こういうようなことに結びつけるわけにはまいらないし、やや無理

があるのではないか、このように申し上げたいと私は思うのであります。 
 



○西村分科員  ……外務省は、この我が国国民の歴史教科書に関し、教育という領域に関

し、いやしくも主権の侵害及び内政干渉という事態を断じて容認することはできない、これ

は確認させていただいてよろしゅうございますか。 
 
○衛藤副大臣 西村委員にお答えいたします。 
 全くそのとおりでありまして、教科書の検定等々につきまして、他国の政府をして我が国

の主権を侵害させるとかさせないとか、そういうことは論外でありまして、断じて外務省と

しては、そのようなことに対しては頑として措置をとります。主権の侵害はさせません。そ

れははっきり申し上げます。 
 


